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船舶事故調査報告書 

 

令和６年１月３１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決  

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

委   員  上 野 道 雄 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和５年７月８日 ２３時０５分ごろ 

発生場所 長崎県平戸市度
たく

島崎
さき

瀬
ぜ

鼻南西方沖 

 崎
さき

瀬
せ

鼻灯台から真方位２３１°６６０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２６.１′ 東経１２９°３２.５′） 

事故の概要  プレジャーボート義
よし

栄
えい

丸は、西南西進中、浅所に乗り揚げた。 

 義栄丸は、船尾部船底外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過  令和５年８月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 義栄丸、４.２トン 

 ＮＳ３－６８５２６（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.９２ｍ（Lr）×２.６２ｍ×０.８１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２０９.６０kＷ、昭和５９年１０月３０日 

 第２９２－５２０５０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ４７歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２２年８月５日 

  免許証交付日 平成３１年４月２５日 

         （令和６年１０月２４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船尾部船底外板に破口を伴う擦過傷、プロペラ翼に曲損、舵板に擦過

傷等 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南、風力 ４、視界 良好 

海象：波向 南、波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人（以下「同乗者」という。）

２人を乗せ、いか
．．

釣りの目的で、令和５年７月８日１８時３０分ごろ

度島南方沖の釣り場に向けて平戸市田
た

平
びら

港を出航した。 

船長は、度島南方沖で釣りを行った後、南方からの風波の影響を受

けにくい度島東岸の崎瀬鼻北北西方沖の釣り場に移動し、同沖で釣り

を終えると、釣ったいか
．．

を度島に住む知人に提供することとし、２３

時００分ごろ度島南岸の度島漁港（本
ほん

村
むら

地区）に向けて出発した。 
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 船長は、雨が降る中、操舵室前面の旋回窓を回した上、操縦席に腰

を掛け、レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ、約１２ノットの

対地速力で、手動操舵により航行した。 

 また、船長は、操舵室と後部甲板との境目の段差部分に同乗者２人

が船尾方を向いて腰を掛けていたので、航行中、後部甲板上のオーニ

ングに取り付けていたＬＥＤ灯を点灯していた。 

（写真１、写真２、写真３ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船長は、度島沿岸を南東進し、ＧＰＳプロッターを確認しながら、

崎瀬鼻北方沖に広がる浅所域とカメオ瀬との間の海域を通過した後、

崎瀬鼻灯台の灯光を見て船位を確認しながら右転し、崎瀬鼻南方沖で

西南西進を開始した。 

 船長は、ふだん、夜間に崎瀬鼻南方沖を経由して度島漁港（本村地

区）に向かう際、右舷船首方の崎瀬地区の街明かりや飯
いい

森
もり

山の山影を

見て船位を確認しながら、崎瀬鼻南西方沖に位置するヒデン瀬の北側 

の海域を西南西進する経路（以下「通常経路」という。）をとってい

た。（図１参照） 

 

写真１ 本船の操舵室及び後部甲板     写真２ オーニングのＬＥＤ灯（点灯状態） 

写真３ 操縦席に腰を掛けた状態からの船首方の見通し状況 

同乗者２人が腰を掛けていた場所 

オーニング 

操舵室 

LED 灯の取付け場所 

（左舷船首方）          （正船首方）         （右舷船首方） 

旋回窓 

船首方 

LED 灯 

操舵室 
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 船長は、雨で濡れた操舵室の窓に後部甲板のＬＥＤ灯の光が乱反射

し、同窓から周囲が見づらい中、右舷船首方の街明かり等の見え方か

ら、通常経路で西南西進していると思い、航行を続けていたところ、

２３時０５分ごろ突然衝撃を受けて船体が停止したので、急いで主機

を中立運転とした。 

 船長は、本船がヒデン瀬の浅所に乗り揚げたことが分かり、同乗者

にけが
．．

がないことを確認した後、船体各部を点検し、船尾部の舵機室

に浸水を認めた。 

船長は、携帯電話で１１８番通報を行った後、木製のボートフック

で本船周囲の浅所を押したところ、船体が離礁したので、低速力で航

行しながら、度島漁港（本村地区）に向かった。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真４ 本船 参照） 

 その他の事項  本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約１.１ｍであった。 

 船長は、度島周辺の夜間航行には慣れており、ふだん、崎瀬鼻北方

沖の浅所域とカメオ瀬との間の海域を通過する際は、同浅所域に設置

された簡易標識の灯光が見えにくかったので、ＧＰＳプロッターで船

位を確認していたが、同海域以外では、専ら周囲の物標を見ながら目

視で船位を確認していた。 

図１ 通常経路（崎瀬鼻沖で右転後に西南西進する場合） 

カメオ瀬 崎瀬鼻北方沖の浅所域 

崎瀬鼻 

崎瀬地区 

崎瀬鼻灯台 

飯森山 

本船 

：危険界線（多数の危険 
物を含んだ区域） 

：暗岩 ＋ 

度島 

ヒデン瀬 

0 1,000m 500 

平瀬 

サザエ瀬 
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 船長は、ふだん、本船に１人で乗船して釣り等を行っており、夜間

に後部甲板のＬＥＤ灯を点灯すると、降雨の有無にかかわらず、同灯

の光が操舵室の窓に反射して周囲の視認の妨げになるので、夜間航行

中、同灯を消灯していた。 

 船長は、本事故当時、崎瀬鼻南方沖で西南西進を開始後、通常経路

の南側の海域をヒデン瀬に向かって航行していたが、操舵室の窓から

右舷船首方の街明かり等が見づらくなっていたので、このことに気付

かなかったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、崎瀬鼻南西方沖を西南西進中、雨で濡れた操舵室の窓に後

部甲板のＬＥＤ灯の光が乱反射し、同窓から周囲の物標が視認しづら

い状況下、船長が目視のみで船位を確認しながら航行を続けたことか

ら、通常経路の南側の海域をヒデン瀬に向かって航行していることに

気付かず、同瀬の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、ＧＰＳプロッターを作動させていたものの、度島周辺の夜

間航行に慣れていたことから、周囲の物標を見ながら目視のみで船位

を確認していたものと考えられる。 

船長は、ふだん、夜間航行中、周囲の視認の妨げとなる後部甲板の

ＬＥＤ灯を消灯していたが、本事故当時、同乗者２人が操舵室と後部

甲板との境目の段差部分に腰を掛けていたことから、同灯を点灯して

いたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、崎瀬鼻南西方沖を西南西進中、雨で濡れ

た操舵室の窓に後部甲板のＬＥＤ灯の光が乱反射し、同窓から周囲の

物標が視認しづらい状況下、船長が目視のみで船位を確認しながら航

行を続けたため、通常経路の南側の海域をヒデン瀬に向かって航行し

ていることに気付かず、同瀬の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、慣れた海域であっても、夜間航行中は、目視のみに頼る

ことなくＧＰＳプロッター等で船位の確認を適切に行うこと。 

・船長は、夜間航行中、周囲の視認の妨げとなる照明を点灯しない

こと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

度島 崎瀬鼻北北西沖の釣り場 

平 
戸 
瀬 
戸 

田平港 

度島漁港（本村地区） 

平戸市 

平戸島 

度島 

長崎県 

崎瀬鼻北方沖の浅所域 

崎瀬地区 

崎瀬鼻 

崎瀬鼻灯台 

飯森山 

本船 

ヒデン瀬 事故発生場所 
（令和５年７月８日 
  ２３時０５分ごろ発生） 

0 1,000m 500 

カメオ瀬 

平瀬 

サザエ瀬 
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写真４ 本船 

 

 

 

オーニング 

操舵室の窓 


